
 

 

 

 

愛媛県八幡浜警察署協議会会議録 

（令和７年度第３回） 

日 

時 
令和８年２月４日（水曜日）午後２時30分～午後４時30分 

 
出 

席 

者 

１ 警察署協議会 

  会長以下７人 

２ 警察署 

  署長以下９人 

 

 

 

 

 

議 

 

 

 

事 

 

 

 

概 

 

 

 

要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 会長挨拶 

⑴ 日頃の警察活動に対する謝辞・激励 

⑵ 活発な意見発表の依頼 

２ 署長挨拶 

⑴ 警察活動への理解と支援に対する謝辞 

⑵ 忌憚のない意見の依頼 

３ 業務推進結果、業務推進計画の説明 

令和７年10月から12月までの業務推進結果、令和８年１月から５月

までの業務推進計画について、各課長等が報告、説明を行った。 

４ 諮問及び答申 

諮 問 答 申 

令和８年八幡浜警察署

運営目標について 

〇 犯罪被害により重点を置いた被害者

支援活動を実施してもらいたい。 

〇 各種イベントにおける広報活動を積

極的に実施するなど、住民と警察官が

交流する機会を設けることで、さらに

よい関係が構築できるよう努めてもら

いたい。 

〇 登下校時間帯などにおける見守り活

動やマイク広報が子どもたちをはじ

め、住民の安心に繋がっているので、

今後も継続して実施してもらいたい。 

５ 質疑応答 

【質問】 

   自転車で違反をした場合、運転免許証にも影響があるのか。 

 【回答】 

   自転車でひき逃げ事件や死亡事故等の重大な交通事故を起こした

場合や、飲酒運転など特に悪質・危険な違反を犯した場合など、各

都道府県公安委員会が自転車等を運転することが著しく道路におけ

る交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、運転免許

の停止処分が行われることがある。 
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 【質問】 

   運営目標について、具体的な数値を定めた指標等による達成率や

進捗状況の検証は行われているか。 

 【回答】 

   運営目標を達成するという意思統一のもと、職員一人一人が定期

的に目標を定め、その達成率等を検証している。 

６ その他 

  会議終了後、会長以下６人の委員は、「特殊詐欺等予防を目的とし

た寸劇」を視察した。 

 

《開催状況》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《寸劇の視察》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


